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令和５年６月１日 

令和５年度摂津市小規模保育事業Ａ型募集要項（案） 

摂津市教育委員会事務局  

次世代育成部こども教育課 

１．募集の目的 

  摂津市では、令和２年３月に策定した「第２期摂津市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

待機児童の解消を図るべく保育所等の整備を進めています。現在、市内の待機児童の状況は、安

威川以北地域において、１歳児を中心とした低年齢児が多いことから、この地域において、０歳

児から２歳児の保育を担う小規模保育事業Ａ型を整備することで、待機児童数を減少させること

を目的としています。 

 

２．募集施設・募集件数 

 （１）募集施設 

  募集施設は以下のとおりです。 

  ・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業で、

摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年摂津市条例

第２４号。以下、「条例」という。）に規定する小規模保育事業Ａ型の基準を満たす施設であ

ること。 

・施設の定員は６名以上１９名以下であること。 

・「３．募集地域」に所在する施設であること。 

 

 （２）募集件数 １件 

 

 （３）開所時期 令和６年４月１日 

 

３．募集地域 

安威川以北圏域のうち、阪急正雀を除く次の地域 

千里丘一丁目～七丁目、千里丘新町、千里丘東一丁目～五丁目、庄屋一丁目・二丁目、 

昭和園、香露園、桜町一丁目・二丁目、学園町一丁目・二丁目、鶴野一丁目～四丁目、 

三島一丁目～三丁目、南千里丘、東正雀、正雀一丁目～四丁目、 

正雀本町一丁目～二丁目、浜町１番～３番・４番（１５号から終わりまで）・５番（９号から

２６号まで及び３３号から終わりまで）・６番～１２番 

 

資料２別紙 
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４．運営主体の条件 

 事業を実施する主体の条件は以下のとおりです。 

 ・法人格を有すること（社会福祉法人、学校法人、株式会社など※法人の種類は問わない。）。 

 ・児童福祉法第３４条の１５第３項第４号の規定に該当するものでないこと。 

 ・児童福祉事業に熱意と識見を有する事業者であること。 

 ・令和５年４月１日時点で、他市町村も含めて保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業

の運営実績があること、又は、２年以上摂津市内において認可外保育施設の運営実績があるこ

と。 

 ・事業の代表者及び役員等に、摂津市暴力団排除条例（平成２３年摂津市条例第１３号）第２条

に規定する暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者に該当する者がいないこと。 

・事業を行うのに必要な経済的な基礎があること。社会福祉法人又は学校法人以外の者が小規模

保育事業を行うにあたっての経済的な基礎があると認められる基準は、次に掲げる基準とする。 

① 小規模保育事業の年間事業費の１２分の１以上に相当する資金を、安全性がありかつ換金

性の高い形態（普通預金、定期預金、国債等）により有していること。なお、年間事業費の

算定にあたっては、公定価格を用いる等客観的な基準によること。 

② 小規模保育事業を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、当該土

地又は建物は、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できるものであり、かつ、そ

れらの賃借料は適正な価額であること。 
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③ 賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。①に規

定する資金のほか、②に規定する賃借料の１年間分に相当する額と５００万円（１年間の賃

借料に相当する額が５００万円を超える場合には、当該１年間の賃借料に相当する額）の合

計額の資金を安全性があり、かつ、換金性の高い形態（普通預金、定期預金、国債等）によ

り有していること。 

④ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。 

 ・「家庭的保育事業等の認可等について」（平成２６年１２月１２日雇児発１２１２第６号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知）第１の３（２）から（４）までに定められた指針の内容に

合致すること。 

 ・事業者及び事業者が現に運営している施設において、過去２年間に実施された所管庁等による

監査・実施指導で重大な文書指摘を受けていないこと。ただし、文書指摘を受けている場合で

あっても、適切な改善報告がなされている場合は、この限りではない。 

 

５．施設の建物・土地に関する条件 

 事業を実施する建物・土地の条件は以下のとおりです。 

 ・事業者が自ら所有する又は賃借する物件であること。賃借の場合は、安定的・継続的な賃借が

可能なものであること。 

・安定的・継続的な賃借の判断については、社会福祉法人にあっては「社会福祉法人が営む小規

模保育事業の土地、建物の所有について」（平成２６年１２月１２日雇児保発１２１２第２号・

社援基発１２１２第３号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長・社会・援護局福祉基盤課

長連名通知）に基づくこと。また、社会福祉法人以外のものにあっては「不動産の貸与を受け

て保育所を設置する場合の要件緩和について」（平成１６年５月２４日雇児発０５２４００２

号・社援発０５２４００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省社会・援護局長

連名通知）第１の３（１）、（２）及び（３）に準ずることを原則とする。 

・建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他の関連

法令の要件を順守したものであること。 

 ・既存建物である場合は、建築検査済証（紛失している場合は建築確認台帳記載事項証明）によ

って完了検査が行われたことが確認できること。検査済証の交付を受けていない既存建物の場

合は、次のいずれかの文書により、建築当時の建築基準関係規定に適合していることが確認で

きること。 

  ① 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した

文書 

  ② 建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規定

に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書 

  ③ 既存建築物の増築等における法適合性の確認取扱要領及び同解説（平成１８年５月３１日
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大阪府内建築行政連絡協議会）に基づき、建築当時の建築基準関係規定に適合していること

を建築士が確認した文書 

 ・建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）により建築された建物、又は、耐

震診断などによって新耐震基準を満たすことが証明できる建物であること。 

 ・事業者の責任において周辺住民、事業者等に十分な説明を行い、開設の理解が得られるもので

あること。 

 ・事業実施にあたって土地・建物の賃借を予定している場合は、公募への申込み時点で確実にそ

の確保が証明できる書面の写し（契約書又は確約書）が提出できること。 

 ・事業実施にあたって土地・建物の取得を予定している場合は、公募への申込み時点で確実にそ

の確保が証明できる書面の写し（契約書又は確約書）を提出すること。 

 

６．施設・設備の基準 

 条例第２９条に規定する基準を満たす必要があります。 

 

７．施設の運営に関する条件 

 施設の運営にあたっては以下の条件を満たすことが必要です。 

 ・常勤の施設の管理者を設置すること。 

 ・施設の定員は６名以上１９名以下とし、保育の対象は３歳未満の児童とすること。 

 ・職員配置基準は、条例第３０条に定める配置基準を上回ること。また、事業実施にあたっては

「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」（令

和５年２月２０日府子本第１３８号等内閣府子ども・子育て本部統括官等通知）に定められる

小規模保育事業 A型の基本分単価に含まれる職員構成その他の規定を満たすこと。 

 ・定員は０歳児、１歳児、２歳児ごとに設けること。なお、定員構成は０歳児≦１歳児≦２歳児

とすること。 

 ・０歳児を受入れる場合、原則生後８週間を経過した乳児からとすること。 

 ・保育時間は１日につき１１時間以上を原則とし、平日及び土曜日は原則開所すること。 

 ・食事の提供については自園調理とすること。ただし、条例第１７条に定める要件に適合する場

合は、外部搬入とすることができる。 

 ・調理業務を委託する場合は、「保育所における調理業務の委託について」（平成１０年２月１８

日児発第８６号厚生省児童家庭局長通知）を順守すること。 

 ・条例第７条に規定する連携施設を事業者自らの責任で開所時点において確保すること。ただし、

開所時点での確保が難しいと見込まれる場合は、公募への申込み時点でその旨を示した書面と

確保計画を提出すること。 

 ・その他、関連法令、条例等に定める基準を満たしていること。 
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８．その他の条件 

 ・児童福祉法、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）等の関連法規を理解し、保育

所保育指針（平成２９年厚生労働省告示第１１７号）に基づき、小規模保育の特性を鑑みなが

ら、良質かつ適切な内容及び水準の保育を提供すること。 

 ・本市の児童福祉行政に対し理解し、協力して本市の児童福祉の向上に寄与すること。 

 ・他の保育所、認定こども園、幼稚園等と積極的に交流し、児童の健全な社会性の発達と健やか

な成長に取り組むこと。 

 ・保育時間中や保育送迎時の安全対策を講じること。 

 

９．選定方法 

  摂津市子ども・子育て会議小規模保育事業等選定部会において意見を徴収し、事業者を決定い

たします。書面による審査と事業者へのヒアリングを行います。選定基準は別添「選定基準一覧

表」をご確認ください。なお、事業者の得点が基準点に満たない場合は、事業者として選定いた

しません。選定結果は文書にて送付いたします。なお、決定した事業者名については、市ホーム

ページ等において公表いたします。 

 

１０．選定と結果のスケジュール 

  公募のスケジュールは次のとおりです。 

 公募要項及び書類配布   令和５年６月１日（木） 

 申込受付期間       令和５年６月１日（木）～７月３１日（月） 

 事業者ヒアリング     令和５年８月中旬 

 事業者決定        令和５年８月下旬頃 

 

１１．提出書類と提出方法 

 （１）提出書類 

① 摂津市小規模保育事業Ａ型運営事業者申込書（様式第１号） 

  ② 小規模保育事業Ａ型事業実施計画書（様式第２号） 

  ③ 経営者一覧表（様式第３号） 

  ④ 経営者履歴書（様式第４号） 

  ⑤ 職員体制計画書（様式第５号） 

  ⑥ 管理者就任予定者の履歴書（様式第６号） 

  ⑦ 定款及び寄附行為 

  ⑧ 法人の登記簿謄本 

  ⑨ 事業収支予算書（年間）（様式第７号） 

  ⑩ 事業資金計画書（様式第８号） 
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  ⑪ 賃貸借契約書、確約書、同意書等、土地・建物の安定的な確保が証明できる書類 

  ⑫ 直近３か年の決算書類 

  ⑬ 残高証明書等、年間事業費等の確保が証明できる書類 

  ⑭ 連携施設確保計画書（様式第９号） 

  ⑮ 誓約書（様式第１０号） 

 

 （２）提出方法 

  ・摂津市役所次世代育成部こども教育課へ持参の上、受付期限内に提出してください。 

  ・提出書類はすべてＡ４又はＡ３サイズとし、フラットファイルの表紙及び背表紙に「摂津市

小規模保育事業Ａ型募集」及び事業者名を記載して正１部、副５部を提出すること。 

  ・様式ごとにインデックス等で示すこと。 

・提出書類は返却いたしません。 

  ・応募にあたって提出した書類の差替え等は原則認めません。 

  ・申込に要する経費等はすべて応募者の負担となります。 

  ・証明書類の発効日については申込の３か月以内のものとすること。 

 

１２．施設改修の補助について 

施設の改修に係る経費の補助については、「摂津市保育所等改修費等支援事業費補助金交付要

綱」に基づき、次のとおり施設整備に係る補助金を交付します。 

・補助内容 開設に必要な経費（改修費等、備品、賃借料（礼金を含み敷金を除く。）） 

・補助金額 市長が必要と認める経費の４分の３（上限 16,500,000円） 

 

１３．決定の取り消し 

  事業者決定後に以下の事項が判明した場合は、決定を取り消します。 

  ・申込書等、応募に関連する書類の内容に虚偽又は重大な誤謬があった場合。 

  ・事業者の選定にあたって不当な要求を行ったり、委員に対して個別に接触等を行ったりした

ことが発覚した場合。 

  ・運営する他の施設等において重大な事故等があり、その原因が運営方法等にあった場合。 

  ・その他、不正・不当な行為があった場合。 

 

１４．問い合わせ先 

    摂津市教育委員会事務局次世代育成部こども教育課 

      〒566-8555 摂津市三島一丁目１番１号 

    TEL  06-6383-1184（直通） FAX 06-6319-1930 

      Email  kodomo-kyouiku@city.settsu.osaka.jp



 

 

 

摂津市小規模保育事業選定基準一覧表 

大項目 小項目 配点 

事業の概況 
事業所の立地 5 

建物等の適性性 5 

事業者の基本方針 

事業者の経営方針 4 

応募理由 4 

社会福祉事業等の実績 4 

摂津市での事業実績 3 

小規模保育事業の基本

方針・運営方針 

保育理念又は保育目標 5 

保育方針 5 

保育活動の特色 5 

職員の育成方針 4 

食育に関する基本方針及び具体的な取り組み 5 

アレルギー対応など個食への対応 5 

支援が必要な児童の受入に関する基本方針及び具体的な

取り組み 
5 

地域活動への参加方針及び予定内容 4 

保護者との日常的連絡・コミュニケーションの方針 4 

運営に関する基本事項 

児童の健康管理に関する取り組み 5 

事故防止等の安全対策に関する考え方 5 

要望・苦情の受付・処理体制 5 

自己評価・外部評価等の実施予定 5 

摂津市の小規模保育事

業者としての適性 
摂津市の小規模保育事業者としての適性 5 

経営の安定性 財務状態 5 

連携施設 連携施設の確保の有無・計画の実行性 3 

合          計 100 


